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第
１
９
２
回
臨
時
国
会
で
審
議
さ
れ
て

い
た
「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す

る
法
律
」
は
、
十
二
月
六
日
に
参
考
人
質

疑
が
行
わ
れ
、
八
日
に
参
議
院
法
務
委
員

会
で
賛
成
多
数
で
可
決
、
翌
九
日
午
後
、

参
議
院
本
会
議
で
も
賛
成
二
二
〇
票
、
反

対
一
四
票
の
賛
成
多
数
で
可
決
成
立
し
ま                    

し
た
。
２
０
０
２
年
三
月
末
以
来
、
十
四

年
ぶ
り
に
、
確
信
犯
的
差
別
行
為
が
発
生

し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
部
落
差
別
解

消
に
向
け
た
法
律
が
成
立
し
ま
し
た
。 こ

の
法
律
は
、
自
民
・
公
明
・
民
進
の

三
党
が
共
同
で
議
員
立
法
と
し
て
本
年
五

月
の
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。                

十
月
二
十
六
日
に
、
鳥
取
県
実
行
委
員

会
が
法
務
大
臣
へ
法
制
定
の
要
請
行
動
を

行
い
、
十
一
月
十
六
日
に
衆
議
院
法
務
委

員
会
、
十
七
日
に
衆
議
院
本
会
議
で
可
決

さ
れ
参
議
院
で
審
議
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 こ

の
法
律
は
、
部
落
差
別
の
文
言
を
使

っ
た
は
じ
め
て
の
法
律
で
あ
り
、
国
が
部

落
差
別
は
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
確

に
示
す
と
と
も
に
、
国
の
責
任
と
相
談
体

制
の
充
実
、
実
態
調
査
を
行
う
こ
と
を
明

記
し
て
い
ま
す
。
罰
則
規
定
な
ど
は
盛
り

込
ま
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
今
後
、
確
信

犯
的
差
別
行
為
に
歯
止
め
を
か
け
る
差
別

禁
止
法
や
人
権
侵
害
救
済
法
制
定
に
向
け

て
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
言
え
ま

す
。
法
務
大
臣
へ
の
要
請
行
動
以
後
も
署

名
が
届
き
、
最
終
的
に
県
内
で
集
約
し
た

署
名
数
は
、 団

体
署
名 
２
５
４
団
体 個

人
署
名 
２
８
、
９
６
７
人 と

な
り
ま
し
た
。
す
べ
て
の
署
名
を
法
務 大

臣
に
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 法

律
の
制
定
に
向
け
、
署
名
活
動
に
ご

協
力
を
い
た
だ
い
た
多
く
の
県
民
の
み
な

さ
ま
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 部

落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県
実
行
員
会 
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部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取

県
実
行
員
会
は
、
十
月
二
十
六
日
（
水
）

午
後
五
時
三
十
分
か
ら
、
合
同
庁
舎
６
号

館
Ａ
棟
法
務
省
１
９
Ｆ
法
務
大
臣
室
に
お

い
て
、
法
務
大
臣 
金
田
勝
年
衆
議
院
議

員
（
秋
田
県
選
出
）
に
、「
差
別
禁
止
法
」

及
び
「
人
権
侵
害
救
済
法
」、「
部
落
差
別 

             

   

   

の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定

を
求
め
る
署
名 

団
体
署
名 
２
５
１
団
体 個

人
署
名 
２
８
，
５
５
５
人 を

提
出
し
、
法
律
の
早
期
制
定
を
強
く
要

請
し
ま
し
た
。 

要
請
行
動
に
は
、
組
坂
繁
之
部
落
解
放 

             

      

同
盟
中
央
執
行
委
員
長
も
同
席
し
、
県
内

か
ら
は
、
鳥
取
市
、
倉
吉
市
、
岩
美
町
、

南
部
町
、
日
南
町
の
自
治
体
関
係
者
と
部 

落
解
放
同
盟
県
連
の
関
係
者
な
ど
十
一
人

が
出
席
し
ま
し
た
。 

冒
頭
に
、
村
上
成
人
副
会
長
（
解
放
同

盟
県
連
委
員
長
）
か
ら
要
請
書
と
署
名
簿 

             

              

が
金
田
法
務
大
臣
に
手
渡
さ
れ
る
と
と
も 

に
、
鳥
取
県
実
行
委
員
会
会
長
で
あ
る
石 

田
耕
太
郎
倉
吉
市
長
は
、
十
月
二
十
一
日

に
発
生
し
震
度
６
弱
を
観
測
し
た
鳥
取
中

部
地
震
の
対
応
の
た
め
出
席
を
断
念
さ
れ

た
が
、
何
と
し
て
も
法
律
の
制
定
を
お
願

い
し
た
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
ら

れ
ま
し
た
。 

組
坂
委
員
長
及
び
事
務
局
か
ら
は
、
今

回
の
法
制
定
の
要
望
に
つ
い
て
、
確
信
犯

的
差
別
行
為
が
発
生
し
て
い
る
現
状
や
鳥

取
県
で
の
署
名
活
動
等
の
取
り
組
み
が
話 
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さ
れ
ま
し
た
。 

法
務
大
臣
か
ら
は
、「
差
別
の
現
状
や
法

制
定
の
要
望
に
つ
い
て
は
法
務
省
も
承
知

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
部
落
差
別
の
解

消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
は
自
民
党
を
中

心
に
議
員
立
法
と
し
て
提
出
し
、
成
立
に

向
け
今
一
生
懸
命
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

何
と
し
て
も
成
立
さ
せ
た
い
。」と
い
う
話

が
あ
り
ま
し
た
。 

ま
た
、「
自
分
は
、
石
破
先
生
や
二
階
先

生
に
も
こ
れ
ま
で
に
大
変
お
世
話
に
な
っ

た
。
お
二
人
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、

よ
く
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。」、「
人
権

は
や
っ
ぱ
り
大
事
な
も
の
、
国
際
的
に
も

人
権
確
立
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。」と
い
う

話
や
、
同
席
し
た
法
務
省
人
権
擁
護
課
長

に
意
見
を
求
め
ら
れ
、
課
長
か
ら
は
「
大

臣
の
指
導
の
下
、
し
っ
か
り
や
っ
て
い
き

た
い
。」
と
い
う
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

鳥
取
県
実
行
委
員
会
は
、
２
０
１
６
年

五
月
二
十
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
十
二
回

総
会
に
お
い
て
、
今
現
在
、
部
落
地
名
総

鑑
復
刻
版
の
発
行
・
販
売
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
に
氾
濫
す
る
同
和
地
区
の
地
図
情

報
な
ど
、
差
別
を
助
長
・
誘
発
す
る
確
信 

                
犯
的
差
別
行
為
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
、

「
差
別
禁
止
法
」
及
び
「
人
権
侵
害
救
済

法
」、「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す

る
法
律
」
の
制
定
を
求
め
る
署
名
活
動
を

県
内
全
域
で
進
め
る
こ
と
を
決
定
、
七
月

中
旬
か
ら
十
月
中
旬
ま
で
署
名
活
動
を
展

開
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
県
内
各
市
町

村
長
や
各
種
団
体
、企
業
、労
働
組
合
等
、

県
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
、
目
標
を
大
き
く

上
ま
わ
る
署
名
を
集
約
し
ま
し
た
。 

部
落
解
放
・
人
権
政
策
確
立
要
求
鳥
取
県

実
行
委
員
会
の
今
後
の
日
程 現

在
、
地
震
に
よ
っ
て
県
立
倉
吉
未
来

中
心
が
使
用
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
た
め
、

使
用
再
開
の
め
ど
が
立
っ
た
段
階
で
、
三

月
ま
で
に
学
習
会
、
五
月
頃
に
は
、
第
三

十
三
回
総
会
・
学
習
会
を
開
催
す
る
予
定

で
す
。決
定
次
第
、ご
案
内
い
た
し
ま
す
。  

２
０
１
６
年
十
月
二
十
一
日
（
金
）
午

後
二
時
七
分
、
震
度
六
弱
、
マ
グ
ニ
チ
ュ

ー
ド
６
．
６
（
Ｍ
）
を
観
測
す
る
鳥
取
中

部
地
震
が
発
生
し
北
栄
町
、
湯
梨
浜
町
、

三
朝
町
、
倉
吉
市
が
被
災
し
ま
し
た
。
地

震
直
後
、
倉
吉
市
で
は
災
害
対
策
本
部
で

あ
る
市
役
所
が
被
災
し
、
避
難
者
は
２
千

人
を
超
え
ま
し
た
。
約
９
千
棟
の
家
屋
の

瓦
や
棟
の
ず
れ
や
落
下
、
壁
の
崩
落
、
ヒ

ビ
割
れ
に
よ
っ
て
市
内
は
ブ
ル
ー
シ
ー
ト

の
色
（
青
）
に
染
ま
っ
て
い
ま
す
。
震
災

か
ら
約
二
か
月
、
災
害
復
旧
に
向
け
て
取

り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

今
回
の
災
害
対
応
で
県
外
も
含
め
多
く

の
個
人
の
方
や
県
内
外
の
行
政
機
関
の
皆

様
に
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
心
か

ら
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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２
０
１
６
年
度
部
落
解
放
・
人
権
政
策

確
立
要
求
第
２
次
中
央
行
動
が
十
月
二
十

七
日
（
木
）
東
京
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
星

陵
会
館
で
開
催
さ
れ
た
第
２
次
中
央
集
会

に
は
、
全
国
か
ら
約
六
〇
○
人
が
参
加
。

鳥
取
県
か
ら
は
、
吉
田
英
人
八
頭
町
長
を

は
じ
め
湯
梨
浜
町
、
大
山
町
の
副
町
長
な

ど
自
治
体
関
係
者
、
解
放
同
盟
の
関
係
者

二
十
五
人
が
参
加
し
ま
し
た
。 

    

中
央
集
会
で
は
、
組
坂
繁
之
中
央
実
行 

委
員
会
副
会
長
が
開
会
あ
い
さ
つ
で
、「
部

落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律

案
」
が
今
現
在
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
提

出
さ
れ
て
い
る
、遅
く
と
も
来
週
中
に
は
、

委
員
会
で
採
決
を
行
い
参
議
院
に
送
ら
な

け
れ
ば
国
会
の
審
議
日
程
が
間
に
合
わ
な

い
場
合
も
あ
る
。 

昨
日
は
、
鳥
取
県
実
行
委
員
会
が
独
自

に
行
っ
た
「
差
別
禁
止
法
」
及
び
「
人
権

侵
害
救
済
法
」、「
部
落
差
別
の
解
消
の
推

進
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
を
求
め
る
２

８
，
５
５
５
人
の
個
人
署
名
、
２
５
１
に

及
ぶ
団
体
署
名
を
持
っ
て
法
務
大
臣
へ
の

要
請
行
動
を
行
っ
た
。 

鳥
取
に
引
き
続
い
て
各
都
府
県
独
自
の

中
央
行
動
を
展
開
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、

こ
の
後
の
国
会
議
員
の
要
請
行
動
を
力
強

く
展
開
し
て
も
ら
い
た
い
。
と
い
う
挨
拶

が
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
中
西
啓
寶
（
け
い
ほ
う
）
会

長
（
総
本
山
金
剛
峯
寺
第
４
１
３
世
座
主 

・
高
野
山
真
言
宗
管
長
）の
主
催
者
挨
拶
、

自
民
党
差
別
問
題
に
関
す
る
特
命
委
員
会

幹
事
門
博
文
衆
議
院
議
員
の
挨
拶
で
は
、

十
月
二
十
八
日
に
衆
議
院
法
務
委
員
会
が

開
催
さ
れ
る
。
部
落
差
別
解
消
法
案
は
成

立
に
向
け
合
意
形
成
が
困
難
な
点
が
あ
り

大
変
苦
労
し
た
。
し
か
し
、
二
階
幹
事
長

か
ら
自
身
の
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
部
落
差
別

の
体
験
を
聞
き
、
何
と
し
て
も
成
立
さ
せ

な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る
。
週
明
け
早
い

う
ち
に
採
決
し
、
参
議
院
に
送
り
た
い
。

と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
民
進
党
、
公

明
党
、
社
会
民
主
党
か
ら
も
挨
拶
が
あ
り

ま
し
た
。 

             
そ
の
後
、
基
調
提
案
、
行
動
提
起
が
あ

り
２
０
０
２
年
三
月
末
に
地
対
財
特
法
が

失
効
し
て
以
来
、
十
四
年
間
、
部
落
差
別

解
消
に
向
け
た
法
的
根
拠
が
な
い
な
か
で
、

近
年
は
ネ
ッ
ト
上
に
同
和
地
区
の
地
図
が

堂
々
と
公
開
さ
れ
た
り
、
部
落
地
名
総
鑑

の
復
刻
版
が
販
売
さ
れ
よ
う
と
す
る
な
ど
、

悪
質
か
つ
確
信
犯
的
差
別
行
為
が
現
在
発

生
し
て
い
る
。 

部
落
地
名
総
鑑
の
問
題
は
、
法
的
手
段

を
講
じ
て
い
る
が
、
差
別
を
受
け
る
当
事

者
の
側
の
負
担
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
も

の
が
あ
る
。「
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」
は
、
差
別
を
許
さ
な
い
と

い
う
国
の
方
針
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ

り
、「
人
権
侵
害
救
済
法
」、「
差
別
禁
止
法
」

の
制
定
に
向
け
た
大
き
な
一
歩
と
な
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
、
団
結
ガ
ン
バ
ロ
ー
で
集

会
が
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。 

集
会
終
了
後
、
鳥
取
県
と
秋
田
県
選
出

の
衆
参
国
会
議
員
十
一
人
へ
の
要
請
行
動

及
び
各
省
交
渉（
文
部
科
学
省
、法
務
省
、

厚
生
労
働
省
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

（
部
落
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律

は
、
十
一
月
十
七
日
に
衆
議
院
を
通
過
し
十
二

月
九
日
参
議
院
で
成
立
し
ま
し
た
。） 


